
(整理番号 290219) 

第３回兵庫県輸送用機械器具製造業最低賃金専門部会 

議事要旨 

開催日時 平成 29 年９月 26 日 14 時 50 分～15 時 35 分 

出席状況 

公益を代表する委員 出席３人 定数３人 

労働者を代表する委員 出席２人 定数３人 

使用者を代表する委員 出席２人 定数３人 

主要議題 

１ 兵庫県輸送用機械器具製造業最低賃金に係る改正決定の審議につ

いて 
２ その他 

議事要旨 

 

１ 兵庫県輸送用機械器具製造業最低賃金専門部会の改正審議について 
 

使用者側が 13 円、労働者側が 14 円という主張であり、直接話し合いを行った結

果、引上額 14 円（933 円）で合意に達し、公益委員もこれに合意したので、全会

一致で結審した。専門部会長から審議会長あて報告がなされ、６条５項の適用によ

り、部会長から局長あての答申がなされた。 

  改正された輸送用機械器具製造業最低賃金は平成29年12月1日に発効すること

とされた。（指定日発効） 

 

２ その他 

   本日は非公開で行われた。 
   開催日は 9 月 22 日の予定であったが、本日に変更された。 
   今年度の兵庫県輸送用機械器具製造業最低賃金専門部会は終了とされた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


